
別添３ 
岡山労働災害防止対策推進会議設置要綱 

（目的及び設置） 
第１条 岡山県下の休業 4日以上の労働災害が平成２２年、２３年と２年連続して増加

したため、平成２４年１月に「2012岡山労働災害撲滅運動実施本部」を設置し
て 2012岡山労働災害撲滅運動を展開し同年１２月末をもって終了したが、労働
災害は依然として多発しており、また、平成２５年度からは、第 12次労働災害
防止計画が始まることにより、より一層の労働災害防止が求められている。 
このため、「2012岡山労働災害撲滅運動実施本部」を構成した岡山労働局と労
働災害防止団体等は、労働災害防止のため連携を図り労働災害防止対策を推進

していくことを目的として、岡山労働災害防止対策推進会議を設置する。 
 
（所掌事務） 
第２条 会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を処理する。 
１ 第 12次労働災害防止計画の推進に関すること 
２ 各労働災害防止団体共通の実施計画の樹立に関すること 

  ３ 「安全点検の日」の普及定着、「６つの提言」の周知に関すること 
  ４ 関係行政機関・経済団体等との連携に関すること 
  ５ 行政の取組方針等の周知・啓発に関すること 
  ６ その他 
 
（組織） 
第３条 会議は、議長、副議長及び会員をもって組織する。 
    議長には岡山労働局長、副議長には岡山労働局労働基準部長を充てるとともに、

会員として 
岡山労働局労働基準部健康安全課長及び監督課長、 
並びに 
一般社団法人 岡山県労働基準協会長 
建設業労働災害防止協会岡山県支部長 
陸上貨物運送事業労働災害防止協会岡山県支部長 
林業・木材製造業労働災害防止協会岡山県支部長 
港湾貨物運送事業労働災害防止協会中国総支部岡山支部長 
一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会岡山支部長 
をもって充てる。 

 
（職務） 
第４条 議長は、会議の事務を総理し、副議長は、議長を補佐する。 
    会員は、議長の命を受け、所掌事務を処理する。 



 
（会議） 
第５条 会議は、議長が招集する。 
    議長が必要と認めたときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができ

る。 
 
（幹事会） 
第６条 会議は、その所掌事務の円滑な遂行のため、必要に応じ幹事会を置くことが   

きる。 
    ２ 幹事会は、幹事長及び幹事で組織する。 
  ３ 幹事長は、岡山労働局労働基準部長をもって充てる。 

４ 幹事会は、幹事長が招集する。 
５ 幹事長が必要と認めたときは、幹事会に構成員以外の出席を求めることができ   

る。 
６ 幹事会は、対策を円滑に遂行するため、必要に応じ、対策毎に推進チームを編

成することができる。 
    なお、推進チームの構成は、別途定める。 
 
（事務局） 
第７条 会議の事務局は、岡山労働局労働基準部健康安全課に置く。 
 
（設置期間） 
第８条 会議は、平成２５年 1月 1日から平成３０年３月３１日まで設置する。 
 
（その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別   

に定める。 
 
附則 
 この要綱は、平成２５年１月１日から施行する。 
  
 
 


